
４．国民年金の紙台帳記録が複数件存在し、かつ、それらが一致しない場合の取扱いについて 

 

 

（１）問題の所在 

 

   国民年金の場合、 

①    市町村に徴収責任が課せられていた現年度分のみの納付状況しか記載されていない場合が多い 

②    被保険者の転居に伴い管轄市町村が変わるが、転入後の市町村が転入前の市町村や社会保険事務所に照会すること等

により、転入前の納付状況等が転載されているケースと、されていないケースがある 

といった事情から、市町村の名簿の間で丌一致が生じる可能性がある。 

 

（２）対応方針 

 

   紐付いている各市町村名簿を参照し、各納付年度において、最も納付月数が多い紙台帳等記録について、コンピュー

タ記録と突合せを行うこととする。 

 （理由） 

   複数の紙台帳等に記録が転記されること、それらの記録のうち一部について、事後的に修正が行われていること

があることを考えると、最も納付月数が多い紙台帳記録を確認していくことが、御本人の記録を誤って訂正しない

ために最も妥当であると考えられるため。 
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